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行 政 か ら の お 知 ら せ
I n f o r m a t i o n

仕
社
会
保
険
庁
が
廃
止
さ
れ
、
新
た
に

　

日
本
年
金
機
構
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す

 　

国
民
の
皆
様
の
信
頼
に
応
え
、
一
層
の

サ
ー
ビ
ス
向
上
の
実
現
を
目
指
し
、
社
会

保
険
庁
は
組
織
・
人
員
を
一
新
し
、「
日
本

年
金
機
構
」と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。

　

現
在
あ
る
お
近
く
の
社
会
保
険
事
務
所

は
、
新
た
に「
年
金
事
務
所
」
と
名
称
が
変

わ
り
ま
す
が
、
年
金
相
談
な
ど
の
窓
口
と

し
て
引
き
続
き
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。 

仕
平
成　

年　

月
か
ら
国
民
年
金
保
険
料

２１

１０

　

の
収
納
業
務
の
民
間
委
託
が
、
佐
賀
県

　

内
で
も
実
施
さ
れ
て
い
ま
す

　

国
民
年
金
が
未
納
と
な
っ
て
い
る
方
に

対
す
る
「
電
話
・
文
書
・
戸
別
訪
問
に
よ

る
納
付
督
励
お
よ
び
保
険
料
の
収
納
業

務
」を
民
間
事
業
者
に
委
託
し
て
い
ま
す
。

　
残
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

民
間
事
業
者
が
保
険
料
を
収
納
す
る
場

合
は
、
お
客
様
が
納
付
書
を
お
持
ち
の
場

合
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

指
定
口
座
に
保
険
料
の
振
込
み
を
依
頼

す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ

　

佐
賀
社
会
保
険
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　

察　

−

４
１
９
１

３１

平
成　

年
１
月
１
日
か
ら

２２

　
 
日
本 
年
金
機
構
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す

に
っ
ぽ
ん

仕
申
告
す
る
必
要
が
あ
る
事
業
主

暫
一
般
企
業
の
ほ
か
に
、
工
業
、
商
業
、

　

飲
食
店
、
医
業
や
農
業
な
ど
の
個
人
経

　

営
者
も
対
象
で
す
。

仕
申
告
の
対
象
と
な
る
資
産

暫
事
業
に
使
用
す
る
構
築
物
や
設
備
、
機

　

械
、
車
両
、
備
品
や
機
具
な
ど
。

暫
事
業
用
資
産
の
修
繕
・
改
良
に
要
し
た

　

費
用
。

暫
耐
用
年
数
が
過
ぎ
て
い
て
も
、
な
お
使

　

用
し
て
い
る
資
産
。

仕
申
告
の
必
要
が
な
い
も
の

斬
耐
用
年
数
が
１
年
未
満
の
資
産
。

斬
取
得
金
額
が　

万
円
未
満
の
資
産
で
、

１０

　

確
定
申
告
で
償
却
資
産
と
し
て
計
上
し

　

な
い
も
の
。

斬
取
得
金
額
が　

万
円
未
満
の
資
産
で
、

２０

　

確
定
申
告
で
一
括
償
却
し
て
い
る
も
の
。

斬
家
屋
と
し
て
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ

　

て
い
る
も
の
。

斬
リ
ー
ス
（
賃
貸
）
に
よ
り
使
用
し
て
い

　

る
も
の
。

斬
自
動
車
税
ま
た
は
軽
自
動
車
税
が
課
税

　

さ
れ
て
い
る
も
の
。

斬
多
久
市
以
外
の
市
町
村
に
有
す
る
も
の
。

（
そ
の
資
産
が
所
在
す
る
市
町
村
に
申
告
し

て
く
だ
さ
い
）

　

申
告
さ
れ
た
資
産
の
評
価
額
の
合
計
が

１
５
０
万
円
以
上
の
場
合
に
は
、
平
成　
２２

年
度
の
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

猿
昨
年
申
告
さ
れ
た
方
に
は
、
申
告
用
の

書
類
を　

月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
今
回

１２

初
め
て
申
告
さ
れ
る
方
は
、
税
務
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

仕
申
告
の
期
限　

　

平
成　

年
２
月
１
日
月
ま
で

２２

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課　

課
税
係　

察　

−

２
１
２
６

７５

　

固
定
資
産
税
の
償
却
資
産
と
は
、
土
地
・
家
屋
以
外
で
事
業
の
た
め
に
使
用
す
る
資
産

の
こ
と
を
い
い
、
多
久
市
内
に
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在

の
所
有
状
況
を
申
告
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。　
（
地
方
税
法　

第
３
８
３
条
）

１
月
は
固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）
の
申
告
期
間
で
す

所
得
税
の
確
定
申
告
と
の
違
い

・
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
で
所
有
し
て

２２

　

い
る
資
産
を
計
上
し
て
く
だ
さ
い
。

・
資
産
の
取
得
金
額
の
計
上
に
つ
い
て
、

　

圧
縮
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

・
減
価
償
却
は
定
率
法
に
よ
り
評
価
額
を

　

算
出
し
ま
す
。

納
付
督
励
を
行
う
民
間
事
業
者

　
　

キ
ャ
リ
ア
リ
ン
ク　

株
式
会
社

　

察
０
１
２
０−

９
２
５−

９
９
７

（
午
前
９
時
～
午
後
６
時 
土
日
含
む
）

社会保険庁 廃止

公的年金の運営業務

公的年金の
財政責任・運営責任

日本年金機構

 厚生労働省

　日本年金機構は、社会保険庁から公的年金の運営業務を引き継いで行
うことになりますが、公的年金制度は国の制度として、その財政や運営に、
国が引き続き責任を持つことは、これまでと変わりません。

平成22年1月1日


